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同行援護従業者養成研修（通学）

　視覚障害者の外出の付き添いを行
うガイドヘルパー（同行援護従業者）
の養成研修です。
a11月24日㈯・25日㈰、
12月１日㈯・２日㈰・８日㈯
午前９時～午後６時（全５回）
b障害者総合支援センターフレン
ドリーほか

d・e全日程受講が可能で、次のい
ずれかに該当する方・20人
●�市内で同行援護を実施（または実
施予定）の事業所に勤務（または勤
務予定）の方

●在住・在勤で65歳未満の方
c講義・演習（ガイドヘルパーの役
割や視覚障害者への理解ほか）
g5,000円（教材費など）
i10月15日㈪から障害福祉課（両
庁舎１階）で配布する申込書をご確
認ください。
※受講前に本人確認あり

※研修を欠席しても補講なし▲

障害福祉課o
　p042－438－4034

くらしヘルパー養成研修（全２日）

a11月24日㈯・25日㈰午前９時
～午後５時
b防災センター
c訪問介護の仕事をするための基
礎研修で、修了者は市独自基準の訪
問サービス（家事援助のみ）の従事資
格が取得できます（採用されるとは
限りません）。
d修了後に指定事業所で従事する
意欲のある18歳以上の方（高校生を
除く）
e20人（申込順）
i電話・はがき・メール・専用申
込書（市kより）で住所・氏

ふりがな

名・生年
月日・職業・電話番号・受講動機を
〒202－8555市役所高齢者支援課
「くらしヘルパー養成研修」係へ
※別日程（場所）での開催も予定して
います。詳細は市kまたは下記ま
でお問い合わせください。▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029
　�m f-kourei@city.nishitokyo.
lg.jp

おたすけ隊 養成講座
　一店逸品事業の認定商品を集めた
お土産セットを販売します。一店逸
品の味を少しずつ楽しみたい方、ま
た各種ご贈答用などにご利用くださ
い。
cセット内容の詳細は、市kをご
覧ください。
①いっぴんセット　②よくばりセット
③お茶セット　④珈

コー

琲
ヒー

セット　
⑤梅酒セット
内容例①：あんこさん（黒ごま）・甘
納豆・やぎサブレ（親）・栗どら焼き・
あんずどら焼き・きんぴらごぼうか
りん糖（小）・福

しあわせ

幸のおすそわけ（マ
ドレーヌ）・いこいーなサブレ
※賞味期限は最短で10日。商品の
在庫の状況により、終了・変更の場
合あり
i11月30日㈮までに専用kから

西東京市一店逸品 検索

□引き渡し　12月26日㈬・27日㈭
午前９時～午後５時30分にjで現
金と交換
□発送（クレジットカード対応の方のみ）
12月26日㈬ごろ

j西東京商工会
　p042－461－4573▲

産業振興課o
　p042－438－4041

一店逸品事業 
西東京のおみやげ「いっぴん便り」販売

写真はイメージです。

　閉じこもり予防を目的としたサロ
ンです。活動に参加することで仲間
が増え、市内のさまざまな活動の情
報を知り、体験することができます。
　「最近外出していない」「どこに出
掛ければいいか分からない」「誰かと
話がしたい」などの希望に沿える場
所です。見学もできますので、お気
軽にお問い合わせください。
a・b下表参照
●午前：午前９時15分～11時30分
●午後：午後１時30分～３時45分

会場 日時
住吉老人福祉センター ㈪午前
ひばりが丘福祉会館 ㈪午後

会場 日時
下保谷福祉会館 ㈭午前
老人福祉センター
（田無総合福祉センター内） ㈭午後

新町福祉会館 ㈮午前
富士町福祉会館 ㈮午後

cおしゃべり・脳トレ・趣味活動・
簡単な体操・バス外出など

d・e外出機会の少ない、在住で
65歳以上の方・各館10人
□期間　１年間
i・j社会福祉協議会
　p042－438－3777▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

「はつらつサロン」に参加してみませんか？

　今回は「みどりの散策マップ」の
コースから、「（J）芝久保町のみどり
を訪ねるコース（2.9㎞）」を歩きま
す。
a10月24日㈬午前９時30分～正
午　※雨天中止
集合・解散：芝久保公民館・図書館
（９時から当日受付開始）

※当日、直接会場へ
h水筒、雨具など

□当日連絡先　
みどり公園課携帯電話
　�p090－2521－4040� �
���（８時30分～正午）▲

みどり公園課
　p042－438－4045

「みどりの散策路」を歩こう

cシルバーピア（高齢者集合住宅）
の生活協力員室に常駐し、入居者の
安否確認・病気など緊急時の対応・
連絡など

□募集人数　１人
□常駐施設　ひばりが丘北一丁目ア
パート（ひばりが丘北１－８－24－
108）
□資格　次の全てに該当する60歳
以下の方
●�申込者本人が在住・在勤（在勤の
場合は都内在住の20歳以上で、
住民票で証明できる）

●�シルバーピアに設置した生活協力
員住宅に居住できる

●�高齢者福祉と生活協力員の仕事に
理解と熱意がある

●�現に同居し、または同居しようと
する親族がある

●持ち家がない
●�申込者・同居家族が暴力団員では
ない
※ほかに所得要件あり

□謝金　月額15万3,000円
□家賃　全額補助
i10月15日㈪～31日㈬に高齢者
支援課（保谷保健福祉総合センター）
へ
□募集要項　高齢者支援課（保谷保
健福祉センター・田無庁舎１階）・
市kで配布
※詳細は、募集要項をご覧ください。▲

高齢者支援課o
　p042－438－4028

シルバーピア生活協力員（常駐）募集

　子どもの居場所作りのため、地域
の人の協力により中学校で放課後カ
フェが開かれています。
　講演会と事例発表を通じて、放課
後カフェの重要性を知り、今後さら
に子どもたちが安心して過ごせる居
場所にする方法などについて一緒に
考えませんか？
a10月27日㈯午後１時～３時30分
b田無駅南口�正育堂
※当日、直接会場へ

c①講演会「人があつまり場がうま
れる～居場所があるということ～」
②市内放課後カフェ事例報告
e40人（先着）
f西川正さん（NPO法人ハンズオン
代表理事）
j西東京子ども放課後カフェ
　古林p090－3525－7949▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

NPO等企画提案事業
子ども放課後カフェ講演会
～中学校にカフェをつくろう！ ２～

　男女平等参画推進本部（内閣府）は
毎年この運動を実施しています。本
市では次の事業を行います。
bいずれも住吉会館ルピナス
□講演会
a11月17日㈯午前10時～正午
c「NO！ハラスメント�～日本で
＃MeToo運動が広がらないのはな
ぜか～」
e30人　※保育あり：６カ月以上
の未就学児・15人（申込順）
f板倉由実さん（弁護士）

i10月15日㈪午前９時から、電話・
メールで件名「ハラスメント講演」・
住所・氏名・電話番号・保育の有無
を下記へ
□展示
a11月12日㈪～25日㈰（初日は１
時から）
cDV防止啓発パネル・パープルリ
ボンタペストリーの作品展示▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

女性に対する暴力をなくす運動11月
12日～25日

　圏域５市（小平・東村山・清瀬・
東久留米・西東京）を代表する著名
な美術家の展覧会です。各方面で活
躍されている美術家の作品を、ぜひ
ご覧ください。
a10月30日㈫～11月３日㈷午前10
時～午後６時（最終日は午後５時まで）
b成美教育文化会館ギャラリー
　（東久留米市東本町８－14）

□イベント　11月３日㈷
午後１時：�ダンスなどのパフォーマ

ンス
　　２時：�ネオジャポニズムをテー

マにしたギャラリートーク
□主催　多摩北部都市広域行政圏協
議会
j東久留米市企画経営室企画調整課
　p042－470－7702▲

企画政策課np042－460－9800

多摩六都フェア
多摩北部５市美術家展


